
まちからのおしらせ（水道料金改定）

詳しくはこちら

継続して安全・安心な水道水を安定的に供給するため、
令和 8 年 10 月（令和 8 年 12 月検針分）から水道料金
を改定します。

なぜ水道料金を改定するの？

使用料                 旧料金（税抜）         新料金（税抜）

基
本
料
金

2か月
20㎥まで含む

21㎥～ 40㎥

41㎥～ 60㎥

61㎥～ 100㎥

101㎥～ 200㎥

201㎥～

1,630 円

100円／㎥

110円／㎥

125円／㎥

140円／㎥

155円／㎥

1,400 円

85円／㎥

95円／㎥

105円／㎥

115円／㎥

例えば…

単身（１期16㎥）の場合
20㎥以下で基本料金のみなので…

３人暮らし（１期40㎥）の場合
基本料金と超過料金がかかるので…

飲食店（１期100㎥）の場合
基本料金と各超過料金がかかるので…

（旧） 1,400 円（税込 1,540 円）

（新） 1,630 円（税込 1,793 円）

（旧） 3,100 円（税込 3,410 円）

（新） 3,630 円（税込 3,993 円）

（旧）   9,200 円（税込 10,120 円）

（新） 10,830 円（税込 11,913 円）

平成 29 年 4 月に実施した水道料金の改定以降、光熱費をはじめとし
た物価上昇の影響により、水道水を製造するためのコストは年々増加
してきています。このような状況の中で、現行の料金を維持した場合、
安定した水道水の供給に支障をきたすおそれがあります。
開成町水道事業運営協議会により料金改定の検討を進めた結果、今回
の水道料金の値上げは、やむを得ないと判断されました。
今後も、計画的な水道施設の保守や更新を実施し、町民の皆さんに安全・
安心でおいしい水を安定してお届けできるように努めていきます。

水道料金を改定します
令和8年10月から

ご理解・ご協力を

お願いします！

新旧料金表（1期 2か月あたり）

まちからのおしらせ（都市計画マスタープラン改定）

開成町のまちづくりの設計図

都市計画マスタープランを
改定しました！
開成町の将来の姿を示し、方針を策定する「開成町都市計画マスター
プラン」を10年ぶりに改定しました。このマスタープランをもとに、
開成町のまちづくりを進めていきます。

都市の成長と環境との調和　
煌めく未来へ　コンパクトタウン　かいせい

① 県西地域の成長を持続的に支える
② 集いの場・働く場としての都市の魅力を高める
③ 安心・快適な暮らしを実現する
④ 開成町固有の環境や資源を生かす

●

●

●
宮台北地区の工業系
市街地整備の推進

低密度
住宅地

低密度
住宅地

低密度
住宅地

低密度
中層住宅地

低密度
中層住宅地

中密度
中層住宅地

一般
住宅地

一般
住宅地

近隣
商業地

沿道
サービス地

工業地

工業地

工業地

住工
共存地

公共公益
サービス地

公共公益
サービス地

農業集落地

農業保全地

スポーツ・
レクリエーション地

河川・
水路

農業保全地

都市づくりの目標

　ここがPOINT ！

都市型居住地域（くらしゾーン）

新都市拠点地域（くらしゾーン）

開成町総合計画の改定や、各種法令の改定など
をうけ、マスタープランを改定しました。これ
まで開成町が大切にしてきたまちづくりの理念
を継承しながら、さらなる町の発展をめざしま
す。

３つの重要な取組
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駅前通り線周辺地区の
商業系、住居系市街地
整備の推進

問 都市計画課　☎84-0320

問 都市整備課　☎84-0321

＋253円

＋583円

＋1,793円

工

業
系
市街地整備の

推

進

宮台北地区の
田園居住地域（ふるさとゾーン）

南部第３地区の住
居系市街地整備の
推進

きら

商
業
系

、住
居系市街地整備

の
推
進

駅
前通り線周辺地区の
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住

居
系
市街地整備の

推

進

南部第３地区の

超
過
料
金
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